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令和６年度島根県地域自死対策強化民間団体等事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 島根県地域自死対策強化民間団体等事業費補助金（以下「補助金」と

いう。）の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

（昭和30年法律第179号）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律施行令（昭和30年政令第255号。以下「適正化令」という。）並びに補助金

等交付規則（昭和32年島根県規則第32号）の定めによるほか、この要綱の定

めるところによる。 

 

（交付の目的） 

第２条 補助金は、国の地域自殺対策強化交付金（地域自殺対策強化事業）を

活用し、地域の実情を踏まえて自主的に取り組む民間団体等の活動を支援す

ることにより、地域における自死対策力を強化することを目的とする。 

 

（交付先） 

第３条 補助金は、知事が民間団体等に対し、その申請に基づいて交付する。 

 

（交付対象経費） 

第４条 補助金は、令和６年度末までの間に民間団体等が行う自死対策に資す

る事業について、別表１に掲げる区分ごとに定めた経費を交付の対象とする。

ただし、国、地方公共団体が実施する既存の補助制度等により、既に当該事

業の全部又は一部について負担若しくは補助されている場合、当該事業につ

いては対象外とする。 

 

（交付額の算定方法） 

第５条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、次の各号により算出され

た額の合計額と、第４条に定める経費の実支出額（1,000円未満の端数が生じ

た場合はこれを切り捨てるものとする。）とを比較して少ない方の額とする。 

（1）民間団体等ごとの基準額 

各年度、一団体あたり80万円 

（2）知事が必要と認めた額 

２ 前項により算出された額による各民間団体からの交付申請額の合計が、島

根県が年度ごとに定める予算の範囲を超える場合は、次の各号の方法により

交付額の調整を行うものとする。 

（1）交付申請のあった団体ごとに、基準額の範囲内の交付額の確保を優先す

る。 

（2）前号により団体ごとに基準額の範囲内の交付額を確保した場合、その合

計額がなお予算の範囲を超える場合にあっては、当該予算を超える額を、

交付申請を行った団体ごとに交付申請額の比率に応じ減じた額を交付する
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ものとする。 

（3）第１号により、団体ごとに基準額の範囲内の交付額を確保した結果、そ

の合計額が予算の範囲を下回る場合でありかつ基準額を超える額の交付申

請を行った団体が一の場合にあっては、予算の範囲内における残余額を、

当該一の団体に再配分した額を交付するものとする。 

（4）第１号により、団体ごとに基準額の範囲内の交付額を確保した結果、そ

の合計額が予算の範囲を下回る場合でありかつ基準額を超える額の交付申

請を行った団体が複数ある場合にあっては、予算の範囲内における残余額

を、当該複数の団体に、交付申請額の比率に応じ再配分した額を交付する

ものとする。 

 

（交付の条件） 

第６条 この補助金の交付の決定には、次の各号の条件が付されるものとする。 

 (1) 事業に要する経費の配分の変更をする場合（軽微な変更を除く。）は、

知事の承認を受けなければならない。 

(2) 事業内容を変更する場合（軽微な変更を除く。）は、知事の承認を受けな

ければならない。 

  (3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければなら

ない。 

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場

合には、速やかに知事に報告して、その指示を受けなければならない。 

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、

器具及びその他の財産については、適正化令第14条第１項第２号の規定に

より厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けな

いでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

担保に供し又は廃棄してはならない。 

(6) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、

その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後に

おいても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運

営を図らなければならない。 

(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支

出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定

の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）

の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただし、事

業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産がある

場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適

正化令第14条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を

経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

 (9) 上記の他、事業の実施については、令和６年度島根県地域自死対策強化



3 

民間団体等事業実施要領の定めによるところとする。 

 

（交付申請） 

第７条 民間団体等は、補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式２に

よる交付申請書に関係書類を添えて、別に定める日までに知事に申請するも

のとする。 

  なお、補助事業者は、申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕

入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税

に相当する額のうち、消費税法（昭和 63年法律第 108号）に規定する仕入れ

に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25

年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補

助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らか

な場合には、これを減額して申請しなければならない。 

  ただし、申請時において消費税等相当額が明らかでない場合においては、

この限りではない。 

 

 

（交付の決定及び通知） 

第８条 知事は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査

の上、補助金の交付を決定するものとし、補助金の交付を決定したときは、

当該民間団体等に対し別紙様式３により通知するものとする。 

 

（補助金の概算払） 

第９条 知事は、第２条に規定する目的を達成するために必要があると認める

ときは、補助事業者に対し、補助金等の全部又は一部を概算払いにより交付

することができる。 

 

（実績報告） 

第10条 この補助金の実績報告は、民間団体等における当該年度の事業が完了

したときは、令和７年５月末日までに（第６条第３号により、事業の中止又

は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理後速やかに）、別紙様式４

による報告書を知事に提出して行わなければならない。 

  なお、補助事業者は、第８条に定めるところにより交付の申請を行った場

合において、実績報告書（年度終了実績報告を除く。）を提出するに当たって

当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときには、これ

を補助金から減額して報告しなければならない。 

 

（補助金の額の確定及び返還） 

第11条 知事は、前条の事業実績報告に基づき交付すべき補助金の額を確定し

た場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限
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を定めて、その超える部分について県に返還することを命ずる。 

 

（消費税仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還） 

第12条 補助事業者は、第７条に定めるところにより交付の申請を行った場合

において、実績報告書（年度終了実績報告を除く。）を提出した場合に、消費

税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当

額が確定した場合（仕入れに係る消費税等相当額が０円の場合を含む。）は別

紙様式１により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度５月

末日までに知事に報告しなければならない。 

  なお、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額があることが確定した場

合には、当該仕入れに係る消費税等相当額を県に返還しなければならない。 

 

 

附 則 

第１条 この要綱は令和６年６月12日から施行し、令和６年４月１日から適用

する。 

 

 

 

 

別表１ （第４条関係） 

区  分 対象経費 

(1) 電話相談事業 事業実施に必要な報酬、賃金、報償費、旅費、

需用費、役務費、使用料及び賃借料、工事費（電

話相談事業に必要な電話回線の工事に伴うものに

限る）、備品購入費、委託料（上記の経費に限る）、

負担金、補助金等 

(2) 自死遺族支援機能構

築事業 
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（別紙様式１） 

番         号 

令和  年  月  日 

 

 

島根県知事 丸 山 達 也 様 

 

 

                      （所在地） ○○○○○○○ 

（団体名） ○○○○○ 

                      （代表者） ○○ ○○  

                      （連絡先） ○○○○－○○－○○○○ 

 

令和   年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

令和  年 月 日付け指令障第  号により交付決定があった令和 年度島根県地

域自死対策強化民間団体等事業補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額については、島根県地域自死対策強化民間団体等事業補助金交付要綱の第６条第８号

の規定に基づき、下記のとおり報告する。 

 

記 

 

１ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第15条

に基づく額の確定又は事業実績報告額 

金    円 

 

２ 補助金の確定時に減額した仕入れに係る消費税額 

金    円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税等相当額 

金    円 

 

４ 補助金返還相当額 

金    円 

  

（※）記載内容を確認するための書類（確定申告書の写し、課税売上割合等が把握でき

る資料、特定収入の割合を確認できる資料）を添付する。 
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（別紙様式２） 

 

第 号 

令和   年   月   日 

 

 

   島根県知事 丸 山 達 也  様 

 

                      （所在地） ○○○○○○○ 

（団体名） ○○○○○ 

                      （代表者） ○○ ○○  

                      （連絡先） ○○○○－○○－○○○○ 

 

令和  年度 島根県地域自死対策強化民間団体等事業費補助金の交付申請について 

 

 

 標記について、関係書類を添えて次のとおり申請する。 

 

 

 

 

１ 交付申請額          金            円 

 

 

２ 島根県地域自死対策強化民間団体等事業費所要額調書（別紙１） 

 

 

３ 島根県地域自死対策強化民間団体等事業実施計画書（別紙２） 

 

 

４ 添付書類 

（１）定款、寄付行為、会則その他の団体の根本規則を記載した文書 

（２）歳入歳出予算（見込み）書抄本 

（３）その他参考となる書類 
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別 紙 １ 

 

 

令和  年度 島根県地域自死対策強化民間団体等事業費所要額調書 

 

 

 

島根県地域自死対策強

化民間団体等事業に要

する経費の支出予定額 

 

 

     （Ａ） 

 

補助金交付基準額 

 

 

 

 

     （Ｂ） 

 

ＡとＢを比較して 

少ない方の額 

 

 

 

（Ｃ） 

 

補助金交付基準額を 

超えて交付を要する額 

（当該超える部分の額） 

 

 

（Ｄ） 

 

補助金所要額 

 

 

 

 

（ Ｃ ＋ Ｄ ） 

円 円 円 円 円 
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別 紙 ２ 

 

令和  年度 島根県地域自死対策強化民間団体等事業実施計画書 
 

事業名 事業内容 支出予定額 

電話相談事業  

 

 

 

 

 

 

 

（円） 

（内訳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（円） 

（内訳） 

自死遺族支援機能構築

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（円） 

（内訳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（円） 

内訳 
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（別紙様式３） 

 

 

障第    号 

 

 

令和  年度 島根県地域自死対策強化民間団体等事業費補助金交付決定通知書 

 

 

                         （民間団体等 代表者） 様 

 

 

 令和  年  月  日付け  第  号で申請のあった令和  年度島根県地域自死

対策強化民間団体等事業費補助金については、島根県地域自死対策強化民間団体等事業費

補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第８条の規定により、次のとおり交付するこ

とに決定したので通知する。 

 

 

  令和  年  月  日 

 

 

島根県知事  丸 山 達 也 

 

 

 １．補助金の交付の対象となる経費は、交付要綱第４条に定める経費である。 

 

 ２．補助金の額は、次のとおりである。ただし、交付対象経費の内容が変更された場合

において、補助金の額が変更されるときは、別に通知するところによるものとする。 

 

   補助金の額  金             円 

 

 ３．この補助金は、交付要綱の第６条に掲げる事項を条件として交付するものである。 

 

 ４．補助対象事業に係る実績報告は、交付要綱第10条に定めるところにより行わなけれ

ばならない。 

 

 ５．この交付決定の内容又は条件に不服がある場合は、島根県補助金等交付規則第７条

の規定により、この通知を受理した日から起算して７日以内に、申請の取り下げをす

ることができる。 
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（別紙様式４） 

 

 

第    号 

令和  年  月  日 

 

 

  島根県知事 丸 山 達 也  様 

 

                      （所在地） ○○○○○○○ 

（団体名） ○○○○○ 

                      （代表者） ○○ ○○  

                      （連絡先） ○○○○－○○－○○○○ 

 

 

令和  年度 島根県地域自死対策強化民間団体等事業費補助金の実績報告について 

 

 

 標記について、関係書類を添え次のとおり報告する。 

 

 

 

 

１ 交付精算額          金          円 

 

 

２ 事業実施経費精算書（別紙１） 

 

 

３ 事業実施状況調書（別紙２） 

 

 

４ 添付書類 

（１）歳入歳出決算（見込）書抄本 

（２）関係する証拠書 

（３）その他参考となる書類 
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別 紙 １ 

 

 

事 業 実 施 経 費 精 算 書 

 

事業実施に要した経費の実支出額 交付決定額 補助金受入済額 

円  円  円  
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別 紙 ２ 

 

令和  年度 島根県地域自死対策強化民間団体等事業実施状況報告書 

事業名 事業内容 支出済額 

電話相談事業  

 

 

 

 

 

 

 

（円） 

（内訳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（円） 

（内訳） 

自死遺族支援構築事業  

 

 

 

 

 

 

 

 

（円） 

（内訳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（円） 

内訳 

※各経費にかかる証拠書の写しを添付してください。 
 


